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国民年金法 第１回講義資料 

１ 公的年金制度の概要 

（１）国民年金制度の歴史 

 

          昭和昭和昭和昭和 36363636 年年年年 4444 月月月月１１１１日日日日（（（（拠出制年金拠出制年金拠出制年金拠出制年金））））                昭和昭和昭和昭和 61616161 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日    

 

 

  昭和 34年４月１日（※）     （旧法）      （（（（新法新法新法新法））））    

（国民年金法制定）                   学生は平成３年４月から強制 

                

（※）昭和 34 年 11 月より、制度発足時に既に高年齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人

に対しての無拠出年金無拠出年金無拠出年金無拠出年金（（（（保険料保険料保険料保険料をををを徴収徴収徴収徴収しないしないしないしない））））である福祉年金の給付を開始した。 

 

（２）公的年金制度の概要（昭和 61 年４月１日以降） 

 

               厚生年金基金等 

               の企業年金 

厚生年金等 

（２階）   国民年金基金   厚生年金保険 

       （加入は任意）  共済組合等 

国民年金   第１号被保険者  第２号被保険者  第３号被保険者 

（１階）   自営業・学生等 会社員・公務員等  会社員の妻など 

 

      国民年金の保険料を 

      直接納付する。 

 

法律に基づいて一定範囲の人が強制的に加入し、その運営に国が深く関与する年金制度のことを「公

的年金制度」といいます。 

 

現在、日本の公的年金は次の５つの制度に分けられます。 

 

１.国民年金 

２.厚生年金保険 

３.国家公務員共済組合 

４.地方公務員等共済組合 

５.私立学校教職員共済制度 
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国民年金法 第９回講義資料 

Ｐ709 ３．老齢基礎年金の額 

☆ 老齢基礎年金の満額 ＝ 780,900 円 × 改定率 

       （原則として、20歳から 59歳までの 40404040 年間年間年間年間すべてすべてすべてすべて保険料納付済期間保険料納付済期間保険料納付済期間保険料納付済期間であること。） 

 

☆ 保険料納付済期間が 40 年に満たない場合 → 不足する期間に応じて減額減額減額減額されるされるされるされる。 

 

 

                ＋                    ＋ Ａ  

 

 

＋                 ＋ Ｂ                   ＋ Ｃ 

 

 

＋  

 

① 保険料納付済期間の月数 

② ８分の７を乗じることとなる保険料４分の１免除期間の月数は、480から保険料納付済期間の月数

を控除して得た月数を上限とする。 

 ※ Ａ … 保険料４分の１免除期間の月数が、②の上限を超える場合は、その超える月数について

は、８分の３を乗じることとなる。 

③ ４分の３を乗じることとなる保険料半額免除期間の月数は、480から保険料納付済期間の月数及び

保険料４分の１免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を上限とする。 

 

 ※ Ｂ … 保険料半額免除期間の月数が、③の上限を超える場合は、その超える月数については、

４分の１を乗じることとなる。 

④ ８分の５を乗じることとなる保険料４分の３免除期間の月数は、480から保険料納付済期間の月数、

保険料４分の１免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数

を上限とする。 

 

※ Ｃ … 保険料４分の３免除期間の月数が、④の上限を超える場合は、その超える月数について

は、８分の１を乗じることとなる。 

⑤ ２分の１を乗じることとなる保険料全額免除期間の月数は、480から保険料納付済期間の月数、保

険料４分の１免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料４分の３免除期間の月数を合算

した月数を控除して得た月数を上限とする。 

 

※ 学生等の保険料納付特例期間と30歳未満の第１号被保険者に係る保険料納付特例の期間は老齢基礎

年金の金額には反映されない。 

① 保険料納付済期

間の月数 

② 保険料４４４４分分分分のののの１１１１ 

免除期間の月数 × ７７７７／／／／８８８８ 

③ 保険料半額半額半額半額免除 

期間の月数  × ３３３３／／／／４４４４ 

④ 保険料４４４４分分分分のののの３３３３ 

  免除期間の月数 × ５５５５／／／／８８８８ 

⑤ 保険料全額免除 

期間の月数  × １１１１／／／／２２２２ 



国民年金法 講義資料 

 3 

【具体例】 

 ① 納付済期間      ３２０月 

    ② ４分の１免除期間    ６４月 

    ③ 半額免除期間      ４０月 

    ④ ４分の３免除期間    ４０月 

⑤ 全額免除期間       ８月 

① 保険料納付済期間の月数    ３２０月 

 

 

   ×７７７７／／／／８８８８    （（（（注意注意注意注意））））    ７／８を乗じることとなる保険料４分の１免除期間の月

数は、４８０４８０４８０４８０からからからから保険料納付済期間保険料納付済期間保険料納付済期間保険料納付済期間のののの月数月数月数月数をををを控除控除控除控除してしてしてして得得得得たたたた

月数月数月数月数をををを限度限度限度限度とするとするとするとする。。。。    

（※） ４８０月 － ３２０３２０３２０３２０月月月月    ＝＝＝＝    １６０１６０１６０１６０月月月月（７／８を乗じられるのは１６０月までが限度。）    

                                                                （（（（納付済納付済納付済納付済））））    

② ６４月（64月すべて対象） × ７７７７／／／／８８８８        ＝＝＝＝    ５６月  

 

  

           × ３３３３／／／／４４４４                                                                                                                                半額免除は 

４８０月 － ３２０月 － ６４月 → ９６月が限度 

                       （納付済） （４分の１免除） 

 

③ ４０月（40月すべて対象） × ３３３３／／／／４４４４        ＝＝＝＝    ３０月  

 

  

  × ５５５５／／／／８８８８        

                                                             

４分の３免除は 

４８０月 － ３２０月 － ６４月  － ４０月 → ５６月が限度 

       （納付済） （４分の１免除） （半額免除） 

 

④ ４０月（40月すべてが対象） × ５５５５／／／／８８８８        ＝＝＝＝    ２５月  

  

  × １１１１／／／／２２２２        

全額免除は 

４８０月 － ３２０月 － ６４月  － ４０月  － ４０月 → １６月が限度。 

       （納付済） （４分の１免除） （半額免除）（４分の３免除） 

 

 ⑤ ８月（８月すべてが対象） × １１１１／／／／２２２２ ＝ ４月 

 

 

保険料半額半額半額半額免除

期 

保険料４４４４分分分分のののの１１１１免除期

間の月数 

保険料４４４４分分分分のののの３３３３免

除期 

保険料全額全額全額全額免除

期 
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（老齢基礎年金の額は） 

          ①320月＋②64月××××７７７７／／／／８８８８＋③40月××××３３３３／／／／４４４４＋④40月×５５５５／／／／８８８８＋⑤８月×１１１１／／／／２２２２    

780,900円×改定率×                              

４８０月 

＝ 707690.06円（≒ 707,700 円） 

（注）この例における改定率は１として計算する。 

※ 端数処理 … 50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げる。 

 

★★★★    保険料免除期間の老齢基礎年金額への反映割合と国庫負担割合 

 

（法律上の割合） 

保険料免除期間の種類 年金額への反映割合 
保険料免除期間保険料免除期間保険料免除期間保険料免除期間にににに係係係係るるるる    

国庫負担割合 

保険料納付済期間 ８分の８ なしなしなしなし    

４分の１免除期間 

（480－納付済）の月数限度 

８分の７ 

 

 

老齢基礎年金額の計算において８

分の７に相当する月数とされる保保保保

険料険料険料険料４４４４分分分分のののの１１１１免除期間免除期間免除期間免除期間にににに係係係係るるるる給付費給付費給付費給付費

のののの８８８８分分分分のののの１１１１ 

（４８０－納付済）の月数の限

度を超える月数 

８分の３  

半額免除期間 

（480－納付済－1/4 免除）の

月数限度 

４分の３（８分の６） 

 

 

老齢基礎年金額の計算において４

分の３に相当する月数とされる保保保保

険料険料険料険料半額半額半額半額免除期間免除期間免除期間免除期間にににに係係係係るるるる給付費給付費給付費給付費のののの

４４４４分分分分のののの１１１１ 

（480－納付済－1/4 免除）の

月数の限度を超える月数 

４分の１（８分の２）  

４分の３免除期間 

（480－納付済－1/4 免除－半

額免除）の月数限度 

８分の５ 

 

 

老齢基礎年金額の計算において８

分の５に相当する月数とされる保保保保

険料険料険料険料４４４４分分分分のののの３３３３免除期間免除期間免除期間免除期間にににに係係係係るるるる給付費給付費給付費給付費

のののの８８８８分分分分のののの３３３３ 

（480－納付済－1/4 免除－半

額免除）の月数を超える月数 

８分の１  

全額免除期間 ２分の１（８分の４） 

 

老齢基礎年金額の計算において２

分の１に相当する月数とされる保保保保

険料険料険料険料全額全額全額全額免除期間免除期間免除期間免除期間にににに係係係係るるるる給付費給付費給付費給付費のののの

２２２２分分分分のののの１１１１ 

20 歳前の傷病による 

障害基礎年金 

 20 歳前の傷病による 

障害基礎年金の給付に要する費用

の 100100100100 分分分分のののの 20202020    
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（経過措置の割合） 

  

保険料免除期間の種類 
年金額への反映割合 

（Ｐ656参照。） 

保険料免除期間保険料免除期間保険料免除期間保険料免除期間にににに係係係係るるるる    

国庫負担割合 

保険料納付済期間 12分の 12 なしなしなしなし    

４分の１免除期間 

（480－納付済）の月数限度 

６分の５ 

（12分の 10） 

 

老齢基礎年金額の計算において６分の

５に相当する月数とされる保険料保険料保険料保険料４４４４分分分分のののの

１１１１免除期間免除期間免除期間免除期間にににに係係係係るるるる給付費給付費給付費給付費のののの 12121212 分分分分のののの１１１１ 

（４８０－納付済）の月数

の限度を超える月数 

２分の１ 

（12分の６） 

 

半額免除期間 

（480－納付済－1/4免除）

の月数限度 

３分の２ 

（12分の８） 

 

老齢基礎年金額の計算において３分の

２に相当する月数とされる保険料保険料保険料保険料半額半額半額半額

免除期間免除期間免除期間免除期間にににに係係係係るるるる給付費給付費給付費給付費のののの６６６６分分分分のののの１１１１ 

（480－納付済－1/4免除）

の月数の限度を超える月数 

３分の１ 

（12分の４） 

 

４分の３免除期間 

（480－納付済－1/4免除－

半額免除）の月数限度 

２分の１ 

（12分の６） 

老齢基礎年金額の計算において２分の

１に相当する月数とされる保険料保険料保険料保険料４４４４分分分分のののの

３３３３免除期間免除期間免除期間免除期間にににに係係係係るるるる給付費給付費給付費給付費のののの４４４４分分分分のののの１１１１ 

（480－納付済－1/4免除－

半額免除）の月数を超える

月数 

６分の１ 

（12分の２） 

 

全額免除期間 ３分の１ 

（12分の４） 

老齢基礎年金額の計算において３分の

１に相当する月数とされる保険料保険料保険料保険料全額全額全額全額

免除期間免除期間免除期間免除期間にににに係係係係るるるる給付費給付費給付費給付費のののの３３３３分分分分のののの１１１１ 

20 歳前の傷病による 

障害基礎年金 

 20 歳前の傷病による 

障害基礎年金の給付に要する費用の 

100100100100 分分分分のののの 37373737    
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【経過措置の考え方】 

※ 経過措置では、通常の国庫負担が３分の１、保険料収入が３分の２で賄う。 

  だから、通常の国庫負担：保険料収入 ＝ １：２の比率になる。 

     １ ２ ３ ４     ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12  年金額への反映割合 

納付済  □ □ □ □     □ □ □ □ □ □ □ □  12 分の 12 

     通常の国庫負担          保険料収入 

    12 分の４（3 分の１）      12 分の８（３分の２） ※12121212 個個個個の□を１：２にしている。 

 

１   ２ ３ ４   ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12  年金額への反映割合 

４分の１ ■   □ □ □   □ □ □ □ □ □      12 分の 10（６分の５） 

免除期間     通常の国庫負担   保険料収入 

          12 分の３     12 分の６  ※ ９９９９個個個個の□を１：２にしている。 

（４分の１）    （２分の１） （元々が通常の国庫負担が３分の１ 

 ４４４４分分分分のののの１１１１免除免除免除免除にににに係係係係るるるる                                                                                                    保険料収入が３分の２の分け方なので    

    特別特別特別特別のののの国庫負担国庫負担国庫負担国庫負担                                                                                                            ３の倍数ずつで減っていくとお考え下さい。） 

 （（（（12121212 分分分分のののの１１１１））））    

    

１ ２  ３ ４    ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12  年金額への反映割合 

半額   ■ ■  □ □    □ □ □ □          12 分の８（３分の２） 

免除期間     通常の国庫負担  保険料収入 

         12 分の２    12 分の４   ※ ６６６６個個個個の□を１：２にしている。 

（６分の１）   （３分の１）  （元々が通常の国庫負担が３分の１ 

 半額半額半額半額免除免除免除免除にににに係係係係るるるる                                                                                                            保険料収入が３分の２の分け方なので    

    特別特別特別特別のののの国庫負担国庫負担国庫負担国庫負担                                                                                                            ３の倍数ずつで減っていくとお考え下さい。） 

 （（（（12121212 分分分分のののの２２２２＝＝＝＝6666 分分分分のののの１１１１））））    

    

１ ２ ３  ４    ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12  年金額への反映割合 

４分の３ ■ ■ ■  □    □ □              12 分の６（２分の１） 

免除期間      通常の国庫負担 保険料収入 

           12 分の１    12 分の２  ※ ３３３３個個個個の□を１：２にしている。 

  （６分の１）         （元々が通常の国庫負担が３分の１ 

４４４４分分分分のののの３３３３免除免除免除免除にににに係係係係るるるる                                                                                                    保険料収入が３分の２の分け方なので    

    特別特別特別特別のののの国庫負担国庫負担国庫負担国庫負担                                                                                                            ３の倍数ずつで減っていくとお考え下さい。） 

 （（（（12121212 分分分分のののの３３３３＝＝＝＝４４４４分分分分のののの１１１１））））    

    

１ ２ ３ ４     ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12  年金額への反映割合 

全額   ■ ■ ■ ■                     12 分の４（３分の１） 

免除期間       

４４４４分分分分のののの３３３３免除免除免除免除にににに係係係係るるるる    特別特別特別特別のののの国庫負担国庫負担国庫負担国庫負担（（（（12121212 分分分分のののの３３３３＝＝＝＝４４４４分分分分のののの１１１１））））    
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国民年金法 第 10 回講義資料 

Ｐ702 ３．物価スライド特例措置 

（法定額）  780,900 円 × 改定率（0.9850.9850.9850.985＝平成 23 年度）＝ 769186.5 円 ≒ 769,200 円 

（経過措置） 804,200 円 × 0.9810.9810.9810.981 ＝ 788,920 円 ≒ 788,900 円（実際の年金額） 

       ※ 両者を比べて、多多多多いいいい方方方方の金額を支給する。 

【本来は】… 年金額は物価変動に合わせるべきだった。  

（平成 12年度）    （平成 13年度）    （平成 14年度）    （平成 15年度） 

 物価変動 -0.3％  物価変動 -0.7％   物価変動 -0.7％    物価変動 -0.9％ 

804,200 円×0.997  804,200 円×0.99   804,200 円×0.983    804,200 円×0.974 

 ＝ 801,787     ＝ 796,158     ＝ 790,528       ＝ 783,290 

 ≒ 801,800 円    ≒ 796,200 円    ≒ 790,500 円      ≒ 783,300 円 

 

（平成 16年度）     （平成 17 年度）               （平成 23 年度） 

 物価変動 -0.3％  このこのこのこの年年年年からからからからマクロマクロマクロマクロ経済経済経済経済スライドスライドスライドスライド導入導入導入導入 

804,200 円×0.971   780,900780,900780,900780,900 円円円円    × 改定率             780,900 円×改定率 

 ＝ 780,878     （平成 17年度改定率１）         （平成平成平成平成 23232323 年度改定率年度改定率年度改定率年度改定率 0.9850.9850.9850.985） 

 ≒ 780,900 円                         

 

【実際は】… 平成 12年から平成 14 年の間、物価変動率がマイナスであるにもかかわらず、年金額の

見直し（物価スライド）を実施しなかった。 

（平成 12年度）    （平成 13年度）    （平成 14年度）    （平成 15年度） 

 物価変動 -0.3％  物価変動 -0.7％   物価変動 -0.7％    物価変動 -0.9％ 

804,200804,200804,200804,200 円円円円××××1.0001.0001.0001.000                804,2804,2804,2804,200000000 円円円円××××1.0001.0001.0001.000                    804,200804,200804,200804,200 円円円円××××1.0001.0001.0001.000    804,200 円×0.991 

 ＝＝＝＝    804,200804,200804,200804,200 円円円円のままのままのままのまま        ＝＝＝＝    804,200804,200804,200804,200 円円円円のままのままのままのまま                ＝＝＝＝    804,200804,200804,200804,200 円円円円のままのままのままのまま   ＝ 796,962 

 ≒ 797,000 円 

 

（平成 16年度）   （平成 17 年度）                 （平成 23年度） 

 物価変動 -0.3％  物価変動 0.0％                物価変動 -0.4％ 

804,200 円×0.988  804,200804,200804,200804,200 円円円円××××0.9880.9880.9880.988                804,200 円×0.9810.9810.9810.981    

 ＝ 794,549     ＝ 794,549                   ＝ 788,920 円 

 ≒ 794,500 円    ≒ 794,500794,500794,500794,500 円円円円                    ≒ 788,900788,900788,900788,900 円円円円 

           （（（（年金額据年金額据年金額据年金額据ええええ置置置置きききき））））                                                                                                （（（（年金額据年金額据年金額据年金額据ええええ置置置置きききき））））    

                                                                                                        マクロマクロマクロマクロ経済経済経済経済スライドスライドスライドスライドのののの導入導入導入導入とととと平行平行平行平行してしてしてして経過措置経過措置経過措置経過措置をををを開始開始開始開始。。。。    
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国民年金法 第 11 回講義資料 

Ｐ711 ４．振替加算 

（例）夫（老齢基礎年金の受給権者の配偶者）が妻（老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金のののの受給権者受給権者受給権者受給権者）より２歳年長の場合。 

  60 歳            65 歳   67 歳 

夫 

 

 

 

 

                      65 歳 

妻（大正 15 年４月２日から 

  昭和昭和昭和昭和 41414141 年年年年４４４４月月月月 1111 日日日日まで 

  の間に生まれた者） 

 

           （問題点）この間に生まれた人は老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金のののの額額額額がががが少少少少ないないないないケースケースケースケースがががが多多多多いいいい。。。。    

（振替加算の要件） 

１． 老齢基礎年金の受給権者が大正 15年４月２日から昭和昭和昭和昭和 41414141 年年年年４４４４月月月月１１１１日以前日以前日以前日以前の間に生まれた者

であること。 

２． 65 歳に達したとき次のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持し、かつ、

65 歳に達した日の前日において、その配偶者が受給権を有する年金たる給付の加給年金額の

計算の基礎となっていたこと。 

ア．老齢厚生年金又老齢厚生年金又老齢厚生年金又老齢厚生年金又はははは退職共済年金退職共済年金退職共済年金退職共済年金（その額の計算の基礎となる被保険者期間等の月数が 240240240240

以上以上以上以上（中高齢の資格期間短縮の特例に該当する者は、その期間以上）であるものに限る。）

の受給権者 

イ. 障害障害障害障害厚生年金又厚生年金又厚生年金又厚生年金又はははは障害共済年金障害共済年金障害共済年金障害共済年金の受給権者（同一の支給事由に基づく障害で１１１１級又級又級又級又はははは２２２２

級級級級の障害基礎年金を受けられる者に限る。） 

  ３．夫婦夫婦夫婦夫婦ともにともにともにともに大正大正大正大正 15151515 年年年年４４４４月月月月２２２２日以後日以後日以後日以後に生まれた場合であること。 

 

 

 

 

 

特別支給の老齢厚生年金 

年金の額の計算の基礎となる

月数が 240240240240 以上以上以上以上（原則） 

老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

65656565 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの配偶者配偶者配偶者配偶者に対する加給年金 

老齢基礎年金 

振替加算振替加算振替加算振替加算    
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Ｐ714 ５．① 振替加算を行わない場合 

※ 振替加算は、老齢基礎年金の受給権自身（この例では妻）が老齢厚生年金老齢厚生年金老齢厚生年金老齢厚生年金、退職共済年金退職共済年金退職共済年金退職共済年金（被保険

者期間等の月数が 240240240240 以上以上以上以上あるもの又は中高齢の資格期間短縮の特例に該当する者に限る。）その他の

老齢又老齢又老齢又老齢又はははは退職退職退職退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは行行行行わないわないわないわない。。。。 

  60 歳           65 歳   67 歳 

夫 

 

 

 

 

                              振替加算振替加算振替加算振替加算はははは行行行行わないわないわないわない。。。。    

                     65 歳 

妻（大正 15 年４月２日から 

  昭和昭和昭和昭和 41414141 年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日まで 

  の間に生まれた者） 

Ｐ714 ５．② 振替加算を支給停止する場合 

※ 振替加算は、老齢基礎年金の受給権者自身（この例では妻）が障害基礎年金障害基礎年金障害基礎年金障害基礎年金、、、、障害厚生年金障害厚生年金障害厚生年金障害厚生年金、、、、障害共障害共障害共障害共

済年金済年金済年金済年金その他障害障害障害障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの（その全額につき支給停止

されている給付を除く。）の支給を受けることができるときは、そのそのそのその間間間間、、、、支給支給支給支給をををを停止停止停止停止するするするする。。。。    

妻（大正 15 年４月２日から昭和昭和昭和昭和 41414141 年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日までの間に生まれた者）    

   そのそのそのその間間間間、、、、支給支給支給支給をををを停止停止停止停止するするするする。。。。         こちらを選択して受給している。 

 

 

 

Ｐ715 ７．振替加算だけの老齢基礎年金の支給 

（例）夫（老齢基礎年金の受給権者の配偶者）が妻（老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金のののの受給権者受給権者受給権者受給権者）より２歳年長の場合。 

60 歳               65 歳   67 歳 

夫 

 

 

 

                      

妻（大正 15 年４月２日から          65 歳 

  昭和昭和昭和昭和 41414141 年年年年４４４４月月月月 1111 日日日日まで 

  の間に生まれた者） 

 

特別支給の老齢厚生年

金 

年金の額の計算の基礎と

老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

65656565 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの配偶者配偶者配偶者配偶者に対する加給年金 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金老齢厚生年金老齢厚生年金老齢厚生年金（（（（原則原則原則原則２４０２４０２４０２４０月以上月以上月以上月以上））））    

老齢基礎年金 

振替加算振替加算振替加算振替加算    

障害基礎年金 

障害厚生年金 

特別支給の老齢厚生年金 

 

老齢厚生年金 

     老齢基礎年金 

65656565 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの配偶者配偶者配偶者配偶者に対する加給年金 

振替加算振替加算振替加算振替加算だけだけだけだけ    
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国民年金法 第 12 回講義資料 

Ｐ715 １． 繰上げ支給の老齢基礎年金（補足） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民年金法 第 14 回講義資料 

Ｐ724 ２.事後重症による障害基礎年金 

初診日   障害認定日        ここでここでここでここで 2222 級以上級以上級以上級以上にににに   65歳に達する日の前日 

       （障害等級に該当せず）     該当該当該当該当 

 

(請   求)  65656565 歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの前日前日前日前日までまでまでまでに請求すること。 

(支給開始)  障害等級に該当し、そのそのそのその後本人後本人後本人後本人のののの請求請求請求請求があっがあっがあっがあったたたた月月月月のののの翌月翌月翌月翌月から 

※ 保険料納付要件は、当該傷病に係る初診日初診日初診日初診日のののの前日前日前日前日において満たしていること。 

 

Ｐ725 ３．基準障害による障害基礎年金 

 

 

 

 

（請 求） 65歳に達する日の前日をすぎていても、請求はできる。ただし、併合して初めて２級以上

になるという要件は、65656565 歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの前日前日前日前日までにまでにまでにまでに該当該当該当該当していることしていることしていることしていることが必要。 

※ 保険料納付要件は、基準傷病基準傷病基準傷病基準傷病（（（（後発後発後発後発のののの傷病傷病傷病傷病））））にににに係係係係るるるる初診日初診日初診日初診日のののの前日前日前日前日に満たしていること。 

先発障害（不該当） 

後発障害（不該当） 

障害基礎年金 

（初初初初めてめてめてめて 2222 級以上級以上級以上級以上） 

【昭和 16年４月１日以前生まれの規定】 

① 第第第第２２２２号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者・任意加入被保険者 

 である間は、繰上げ支給の請求ができな

い。 

② 繰上げ受給権者が第第第第２２２２号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者と

なったときは、その間、繰上繰上繰上繰上げげげげ支給支給支給支給のののの老老老老

齢基礎年金齢基礎年金齢基礎年金齢基礎年金はははは全額支給停止全額支給停止全額支給停止全額支給停止されるされるされるされる。。。。    

③ 繰上げの減額率 

 繰上げ支給を請求したときの年齢に応

じて 0.42 から 0.11 となっている。 

④ 特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ支

給の老齢基礎年金受給中は、全額支給停全額支給停全額支給停全額支給停

止止止止（（（（定額部分定額部分定額部分定額部分とととと報酬比例部分報酬比例部分報酬比例部分報酬比例部分））））される。 

【昭和 16年４月２日以後生まれの規定】 

① 任意加入被保険者である間は、繰上げ

支給の請求ができない。 

② 繰上げ受給権者が第第第第２２２２号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者となとなとなとな

ってもってもってもっても、、、、繰繰繰繰上上上上げげげげ支給支給支給支給のののの老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金老齢基礎年金をををを受受受受

給給給給することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

③ 繰上げの減額率 

1,000分の５に当該年金の支給の繰上

げを請求した日の属する月から 65 歳に

達する日の属する月の前月までの月数

を乗じて得た率をいう。）を乗じて得た

額とする。 

④ 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中

でも、報酬比例部分報酬比例部分報酬比例部分報酬比例部分のののの老齢厚生年金老齢厚生年金老齢厚生年金老齢厚生年金とのとのとのとの

併給併給併給併給ができる。 
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Ｐ727 ５．併給の調整（併合認定） 

    

※ 併合認定による障害基礎年金の受給権を 取得したときは、従前従前従前従前のののの障障障障害害害害にににに基基基基づくづくづくづく障害基礎年金障害基礎年金障害基礎年金障害基礎年金のののの受受受受

給権給権給権給権はははは消滅消滅消滅消滅するするするする。。。。    

（請 求） 65歳に達する日の前日をすぎていても、請求できる。 

 

               年金を受給中 

 

 

 

 

 

Ｐ730（２）③その他障害が発生したことによる改定 

                   年金を受給中 

 

 

 

 

 

 

（請 求） 65656565 歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日日日日のののの前日前日前日前日までまでまでまでに請求すること 

 

 

国民年金法 第 16 回講義資料 

Ｐ731 １．失権（障害基礎年金） 

  厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65 歳に達したとき。

但し、65 歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算

して、３年を経過していないときを除く。（法第 35 条第２項） 

（原則） 

  障害基礎年金           年金は支給停止 

          ２級        ３級     65 歳に達した日 

                               ××××    

                                ここでここでここでここで失権失権失権失権。。。。    

 

 

Ａ病 障害基礎年金（２２２２級以上級以上級以上級以上） 

Ｂ病 後発の障害 （２２２２級以上級以上級以上級以上） 

１級の障害基礎年金に併合 

（ＡＡＡＡ病病病病    ＋＋＋＋    ＢＢＢＢ病病病病） 

Ａ病 障害基礎年金（２２２２級以上級以上級以上級以上） Ａ病  年金額年金額年金額年金額をををを改定改定改定改定するするするする。。。。    

Ｂ病  その他障害 （不該当） 
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（但書） 

  障害基礎年金         年金は支給停止 

            ２級         ３級   65 歳に達した日 

                                           ××××    

 

（例）この時 64歳            ３３３３年経過後年経過後年経過後年経過後にににに失権失権失権失権    

国民年金法 第 17 回講義資料 

Ｐ732 ２．支給停止（障害基礎年金） 

★ 障害基礎年金の支給停止事由 

通常の障害基礎年金 20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金 

① 労働基準法の障害補償（６年間） 

② 障害等級の状態に該当しなくなったとき

（原則として65歳に達する日の前日までは

受給権は失権しない。） 

① 労働基準法の障害補償（６年間） 

② 障害等級の状態に該当しなくなったとき 

 

※※※※    20202020歳前独自歳前独自歳前独自歳前独自のののの支給停止事由支給停止事由支給停止事由支給停止事由    

①①①①    恩給法恩給法恩給法恩給法にににに基基基基づくづくづくづく年金給付年金給付年金給付年金給付（（（（増加恩給増加恩給増加恩給増加恩給をををを除除除除くくくく））））    

②②②②    労災保険法労災保険法労災保険法労災保険法によるによるによるによる年金年金年金年金たるたるたるたる給付等給付等給付等給付等    

③③③③    刑事施設刑事施設刑事施設刑事施設・・・・労役場等労役場等労役場等労役場等にににに拘禁拘禁拘禁拘禁されているされているされているされている間間間間。（。（。（。（注注注注１１１１））））    

④④④④    少年院等少年院等少年院等少年院等にににに収容収容収容収容されているされているされているされている間間間間。（。（。（。（注注注注１１１１））））    

⑤⑤⑤⑤    日本国内日本国内日本国内日本国内にににに住所住所住所住所をををを有有有有しないときしないときしないときしないとき    

⑥⑥⑥⑥    受給権者受給権者受給権者受給権者のののの前年前年前年前年のののの所得所得所得所得によるによるによるによる支給停止支給停止支給停止支給停止（（（（注注注注２２２２））））    

（注１）③④については次の要件に該当する期間とされている 

・ 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡言渡言渡言渡ししししをををを受受受受けてけてけてけて刑事施設に拘置されて

いる場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑刑刑刑のののの執行執行執行執行をををを受受受受けているけているけているけている場合、労

役場留置の言渡言渡言渡言渡しをしをしをしを受受受受けてけてけてけて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置

されている場合（（（（つまりつまりつまりつまり、、、、有罪有罪有罪有罪がががが確定確定確定確定したしたしたした後後後後にににに身柄身柄身柄身柄をををを拘束拘束拘束拘束されているされているされているされている期間中期間中期間中期間中にににに支給停止支給停止支給停止支給停止されるされるされるされる。）。）。）。）    

 ・ 少年法の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法の規

定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 

 

（注２）所得制限により支給停止されていた障害基礎年金の受給権者が、震災、風水害、火災等により、

住宅・家財その他の財産の額のおおむね２分の１以上の損害を受けた場合、損害を受けた月から

翌年の７月まで、所得を理由とする支給停止は行われない。 

 

 

 

 

 

【繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対して適用されない障害基礎年金の規定】 Ｐ717 

① 被保険者であった者で日本国内に住所を有する 60歳以上 65歳未満の間に初診日がある 

障害基礎年金 

② 事後重症による障害基礎年金（初診日が 20歳前の障害基礎年金の事後重症も含む。） 

③ 基準障害による障害基礎年金 

④ その他障害による障害基礎年金の額の改定 
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国民年金法 第 18 回講義資料 

Ｐ736 ３．遺族の範囲 ・・・ 子について 

※ 子は原則として、死亡した被保険者との間に血がつながっているか、養子縁組をしていなければ、

遺族基礎年金の対象になる子にはならない。 

 

（例示－１） 

  

 

  元妻   ×    夫夫夫夫（（（（死亡死亡死亡死亡））））       妻   加算の対象になる子を持つ妻である。 

                                                                                                            遺族基礎年金遺族基礎年金遺族基礎年金遺族基礎年金をををを    

                                                                                                                    支給支給支給支給するするするする。。。。    

 

            子    死亡した夫とは血がつながっている。 

 

（例示－２） 

 

 

       離婚 

  元夫    ×    妻           夫夫夫夫（（（（死亡死亡死亡死亡）））） 

              子を持たない妻なので 

遺族基礎年金遺族基礎年金遺族基礎年金遺族基礎年金はははは支給支給支給支給しないしないしないしない。。。。    

 

             子    死亡した夫とは血がつながっておらず、 

養子縁組もしていない。（子ではない。） 

 

★ 未支給年金（子に対する特例） 

（法第 19条第２項） 

 

       離婚 

  先妻    ×    夫（①死亡）       後妻（②死亡） 

                                                                                                                                        遺族基礎年金遺族基礎年金遺族基礎年金遺族基礎年金のののの    

受給権者受給権者受給権者受給権者のののの妻妻妻妻もももも死亡死亡死亡死亡。（。（。（。（未支給未支給未支給未支給））））    

             

             先妻の子  

                      

生計を同じくしていたが、子とは養子縁組をしていない。 

            （養子縁組養子縁組養子縁組養子縁組をしていなくてもをしていなくてもをしていなくてもをしていなくても、、、、先妻先妻先妻先妻のののの子子子子はははは未支給未支給未支給未支給年金年金年金年金をををを請求請求請求請求することができるすることができるすることができるすることができる。。。。）    
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国民年金法 第 19 回講義資料 

Ｐ740 ５．遺族基礎年金の失権    

（妻と子共通の失権事由） 

１．死亡したとき 

２．婚姻をしたとき → 婚姻した後に離婚したとしても再び受給権を得ることはでき  

ない。 

  （注意）受給権者である妻が、姓が婚姻前のものとなった場合は（（（（復氏復氏復氏復氏））））受給権受給権受給権受給権はははは消滅消滅消滅消滅しないしないしないしない。。。。 

３．養子となったとき（直系血族又直系血族又直系血族又直系血族又はははは直系姻族直系姻族直系姻族直系姻族のののの養子養子養子養子となったとなったとなったとなった場合場合場合場合はははは除除除除くくくく。。。。） 

 

（例－１）遺族基礎年金の受給権者が、祖父祖父祖父祖父（（（（直系血族直系血族直系血族直系血族））））の養子となった場合、受給権受給権受給権受給権はははは消滅消滅消滅消滅しないしないしないしない。。。。 

 

（例－２）           ２年後妻が再婚 

 前夫 ＝ 妻（受給権）                妻  ＝ 今の夫 

（死亡）                      （受給権） 

                                   養子縁組養子縁組養子縁組養子縁組    

                 連れ子 

    子（10 歳）                      子（12 歳） 

（受給権）                   （今の夫は１親等の直系姻族 

※ 妻が年金給付を受けられる間は支給停止。       なので受給権受給権受給権受給権はははは消滅消滅消滅消滅しないしないしないしない。。。。） 

 

（妻のみに適用される失権事由） 

※ 上記１～３までの事由で失権するほか、すべての子が「年金額及び加算額」の減額改定事由に該

当するに至ったとき受給権は消滅する。 

（つまり一定の子と生計を同じくする妻でなくなった場合） 

 

（子のみに適用される失権事由） 

１．離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 

２．18 歳に達した日以後の最初の３月 31 日が終了したとき（障害等級に該当する障害の状態にあ

るときを除く。） 

18 歳（最初の 3/31） 

 

           死亡の当時 

    

（（（（注意注意注意注意））））    子が障害等級に該当している場合 

１・２級の状態が継続      18 歳（最初の 3/31）     20 歳 

 

 死亡の当時（障害等級１級又は２級）                20 歳に達したときまで 

                                  受給権受給権受給権受給権はははは失権失権失権失権しないしないしないしない。。。。    
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途中途中途中途中でででで１１１１・・・・２２２２級級級級にににに該当該当該当該当でもでもでもでも    18 歳（最初の 3/31）     20 歳 

 

 死亡の当時                    20 歳に達したときまで 

（障害等級ではなかったが）             受給権受給権受給権受給権はははは失権失権失権失権しないしないしないしない。。。。    

 

３. 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき 

   （その子が 18 歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にあるときを除く。） 

                             不該当不該当不該当不該当    

１・２級の状態が継続    18 歳           20 歳 

 

 死亡の当時                      ここでここでここでここで失権失権失権失権 

（障害等級１級又は２級）    

    

（（（（注意注意注意注意））））       不該不該不該不該当当当当となってもとなってもとなってもとなっても    

１・２級                  18 歳（最初の 3/31） 20 歳 

 

 死亡の当時          失権しない。 

（障害等級１級又は２級）    18181818 歳歳歳歳にににに達達達達するするするする日以後日以後日以後日以後のののの最初最初最初最初のののの３３３３月月月月 31313131 日日日日までまでまでまで受給権受給権受給権受給権はははは継続継続継続継続するするするする。。。。    

    

４.  20 歳に達したとき 

 

 

国民年金法 第 21 回講義資料 

Ｐ688 ３．年金の支払調整 

（１）内払い 

１）異なる年金間 

            障害手続         支給開始 

 

 

 

      引き続き老齢基礎年金を支給し続けた。         内払とみなすみなすみなすみなす。。。。 

 

 

 

 

老齢老齢老齢老齢基礎年金 障害障害障害障害基礎年金（２級） 
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２）同一の年金間 

 

① 支給停止すべき場合 

               支給停止        再び支給開始 

（障害等級に該当しなくなった）  （また障害等級２級に該当） 

 

 

                                   内払とみなすことみなすことみなすことみなすこと 

支給停止なのに誤って支給した。         ができるができるができるができる。。。。    

               （労働基準法の規定による障害補償） 

 

② 減額すべき場合 

           減額改定（1 級→２級） 

                           ２級の金額 

 

    

本当は２級の金額に減額すべきなのに               内払とみなすことみなすことみなすことみなすこと 

   誤って１級の金額を支給した。                  ができるができるができるができる。。。。    

 

【厚生年金保険の年金たる保険給付との内払】 

            老齢基礎年金（手続） 

 

 

 

       引き続き障害厚生年金支給し続けた。        内払とみなすことができるみなすことができるみなすことができるみなすことができる。。。。    

    

    

（２）充当    

            Ａが死亡死亡死亡死亡（（（（失権失権失権失権））））                            Ａの一定の遺族に    

 

 

           

失権したのに誤って支給（（（（過誤払過誤払過誤払過誤払いいいい））））        充当充当充当充当することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

    障害障害障害障害基礎年金（２級） 障害障害障害障害基礎年金（２級） 

障害障害障害障害基礎年金（１級） 

 

障害厚生障害厚生障害厚生障害厚生年金（３級） 老齢基礎老齢基礎老齢基礎老齢基礎年金 

遺族基礎年金遺族基礎年金遺族基礎年金遺族基礎年金（ＡＡＡＡのののの死亡） 障害基礎年金（ＡＡＡＡがががが受給） 


